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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
介
護
報
酬
改
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

介
護
従
事
者
の
賃
金
は
、
当
該
介
護
従
事
者
の
雇
用
形
態
、
勤
続
年
数
、
事
業
所
の
経
営
状
況
等
を
踏
ま
え
、
事
業
者
と

介
護
従
事
者
と
の
個
々
の
雇
用
契
約
で
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
職
員
の
賃
金
の
上
昇
幅
、
上
昇
時

期
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
一
年
四
月
に
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
報
酬
に
つ
い
て
、
同
年
五
月
十
日
ま
で
に
事
業
者
が
請

求
を
行
っ
た
場
合
、
原
則
と
し
て
同
年
六
月
末
ま
で
に
当
該
介
護
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二
、
三
及
び
六
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
現
時
点
で
、
お
尋
ね
の
目
途
や
見
込
み
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
今
後
、
介
護

従
事
者
の
給
与
水
準
の
検
証
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
使
途
に
つ
い
て
具
体
的
な
見
込
み
を
立
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
施
設
改
善
等

の
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一



五
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
十
月
時
点
の
介
護
職
員
数
を
基
に
、
各
市
町
村
で
策
定
中
の
第
四
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
く
介
護
給

付
費
の
暫
定
集
計
値
（
平
成
二
十
年
十
月
時
点
）
を
用
い
て
、
介
護
職
員
数
の
伸
び
が
介
護
給
付
費
の
伸
び
と
同
率
で
あ
る

と
仮
定
し
て
推
計
す
る
と
、
介
護
職
員
数
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
約
百
三
十
七
万
人
、
平
成
二
十
二
年
度
に
約
百
四
十
四

万
人
、
平
成
二
十
三
年
度
に
約
百
五
十
万
人
と
な
る
。

ま
た
、
常
勤
換
算
に
よ
る
介
護
職
員
数
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
約
九
十
三
万
人
、
平
成
二
十
二
年
度
に
約
九
十
七
万
人
、

平
成
二
十
三
年
度
に
約
百
一
万
人
と
な
る
。

七
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
の
推
計
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
介
護
福
祉
士
等
養
成
施
設
の
入

学
者
へ
の
修
学
資
金
貸
付
け
や
潜
在
的
有
資
格
者
等
の
再
就
業
支
援
、
離
職
者
に
対
す
る
介
護
分
野
に
お
け
る
職
業
訓
練
の

拡
充
等
の
施
策
を
実
施
し
、
介
護
分
野
の
人
材
確
保
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
一
〇
万
人
」
と
い
う
数
字
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
三
年
間
に
お
け
る
潜
在
的

二



有
資
格
者
等
の
再
就
職
支
援
等
の
施
策
の
対
象
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
非
常
勤
職
員
を
含
め
た
実
人
員
と
し
て
推
計
し

た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
同
年
度
の
介
護
給
付
費
は
約
七
・
〇
兆
円
に
な
る
と
見
込
ん
で
い
る
。
平
成
二
十

二
年
度
及
び
平
成
二
十
三
年
度
の
各
年
度
の
介
護
給
付
費
並
び
に
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度

の
介
護
保
険
の
総
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
推
計
を
行
っ
て
い
な
い
。

一
〇
に
つ
い
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
量
は
、
利
用
者
の
状
況
に
応
じ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
お
尋
ね
の
サ
ー
ビ
ス
量
の
変
化
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
人
数
に
つ

い
て
の
推
計
も
行
っ
て
い
な
い
。

一
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
た
め
に
は
、
個
々
の
利
用
者
の
所
得
状
況
、
各
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
量
等
に
基
づ
い
て
推
計

を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
推
計
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三



一
二
に
つ
い
て

今
回
の
介
護
報
酬
改
定
に
よ
り
、
介
護
保
険
料
は
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
三
年
間
に
、
平
均

し
て
月
額
約
七
十
円
の
上
昇
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
介
護
報
酬
改
定
に
伴
う
介
護
保
険
料
の
急
激
な
上
昇
を

抑
制
す
る
措
置
の
効
果
を
含
め
て
行
っ
た
推
計
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

一
三
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
十
二
月
審
査
分
の
介
護
給
付
費
実
態
調
査
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
今
回
の
介
護
報
酬
改
定
に
よ
り
地
域
区
分

ご
と
の
介
護
報
酬
の
一
単
位
当
た
り
単
価
が
下
が
る
事
業
所
数
は
七
千
五
百
十
七
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
全
サ

ー
ビ
ス
事
業
所
の
約
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。

一
四
及
び
一
五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
ご
と
の
改
定
率
の
計
算
は
行
っ
て
い
な
い
。

四


